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茅野市議会の構成
議会運営委員会

✓議会運営を円滑・効率的に行うために設置

その他の会議

✓全員協議会：特に重要な案件について、議員相互又は市長と協議・調整
✓広報広聴委員会：議会だよりの発行（広報部会）、議会報告会の開催（広聴部会）など

本会議

✓全議員で構成する議会の会議
✓議案を審議し、議会として意思決定
✓市政一般に対する質問（一般質問）

各委員会の委員長が代わりました

委員長　東城　源
　人口構造の変化による社会保障費の支出増や、公共施設の改修及び維
持管理費の増額等により、茅野市の予算は歳出が歳入を大幅に上回り、
基金を取り崩して事業を行う赤字状態となっています。市では健全な財
政運営ができるように、公共施設の統廃合や事業の見直しを進めていま
す。市民生活に直結する施策を所管している当委員会では、所管部局か
らの説明聴取を行うとともに市民の思いを踏まえた十分な審議を行い、
持続可能な茅野市であるための判断をしていきます。

副委員長　木村　かほり
　茅野市を取り巻く環境が変化する中で、市民の皆様が安心して暮らせ
るまちづくりのために、共に考え合うことが重要になっています。第 6
次茅野市総合計画の策定の年でもありますし、行財政改革や公共交通、
公共施設再編、地域コミュニティの維持、ゼロカーボンへの取組など、
市民の皆様の関心の高い課題が多くあります。委員会と
してしっかりと調査、検討ができるよう、委員長を補佐
して円滑な委員会運営に努めます。

総務環境委員会 委員長　東城　源　　副委員長　木村かほり　　
委　員　渋澤　務　　野沢明夫　　望月克治　　矢島正恒

特別委員会

✓ 議会の議決により付議された
特定の事件を審査・調査する

【議会活性化特別委員会】
議会の改革や活性化の推進

【総合計画特別委員会】
第6次茅野市総合計画の審査

常任委員会

✓議案等を専門的に審査するため、所管事務の付託を受け、詳細に審査

【総務環境委員会】
総務部、企画部、市民環境部、会計
課、消防課などの所管に属する事項

【経済建設委員会】
産業経済部、都市建設部、農
業委員会の所管に属する事項

【福祉教育委員会】
健康福祉部、教育委員会、福祉事
務所の所管に属する事項

【予算決算委員会】
当初予算、補正予算、決算に
関する事項
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委員長　佐々木美智子
　コロナが 5類に移行し、経済は緩やかな回復傾向にあるとされていま
すが、市民の皆さまにおかれましては未だ不安定な経済状況が続いてい
るように見受けられます。私たち経済建設委員会は、産業経済部・都市
建設部・農業委員会に関する事項を受け持ちますので、市民生活の向上
や企業活動の後援を念頭に置き、その職責を果たすべくひとつひとつ丁
寧な取り組みに努めてまいります。

副委員長　両角　直樹
　現在の急激な円安と地政学的な要因による物価高騰のあおりを受けて、
市民の皆さんの生活は大きな影響を受けています。また観光・農業など
の課題も山積しています。
　市民の皆さんが安心して日々暮らせるよう、経済建設委員会として多
くの課題解決に向け、努力してまいりたいと考えています。
　市民の皆さんが、将来にわたり「茅野市にずっと住み続けたいと思え
るまち」の実現をめざして、委員長を中心に頑張ってまいります。

経済建設委員会

委員長　木村明美　　副委員長　向山平和　　
委　員　梯　泰弘　　机　博文　　小尾一郎　　長田近夫

委員長　佐々木美智子　　副委員長　両角直樹　　
委　員　竹内　巧　　両角実晃　　樋口敏之　　伊藤　勝

委員長　木村　明美
　当委員会は、福祉及び教育関係の行政事務を所管してい
ます。市民生活の基本となる福祉と教育は、予算規模も大
きく多岐にわたります。少子高齢化に伴い福祉教育関係は
多様化し、時代の変化とともに迅速な対応が迫られており
ますが、市民の皆様との丁寧な対話は重要であると考えます。誰もが安
心して暮らせるための福祉と、こどもたちが笑顔溢れるやさしいまちと
なるために、研究と提言に向けた活発な議論が交わせる委員会活動に努
めてまいります。

副委員長　向山　平和
　副委員長の向山平和です。人口減少・少子高齢化と、社
会情勢は厳しさを増す一方ですが、少しでも問題が解決で
きるよう、委員長を助けて一生懸命やりたいと思いますの
で、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

福祉教育委員会
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委員長　望月　克治
　予算決算委員長は初めての大役となります。
議員各位の質疑を活性化して、深い審査がで
きるように努めます。

副委員長　梯　泰弘
　当委員会では、市の一般会計・特別会計等の予算・決算、補正予算な
どを審査する役割を担っており、議員全員 18名で構成されています。
例年、9月には前年度の決算、3月には次年度の当初予算、会期ごとに
補正予算が上程されます。厳正なる審査に努めるとともに、円滑、かつ
適切な議事進行となるよう、1年間委員長を補佐してまいります。

茅野市議会議員 18 人全員で構成。平成 19 年の地方
自治法の改正に伴い、常任委員会への複数所属が可能
になったことにより、平成 19年 4月 30日に設置。

予算決算 委員会

委員長　両角実晃　　副委員長　机　博文　　
委　員　木村明美　　東城　源　　樋口敏之　　望月克治議会運営委員会

委員長　両角　実晃
　今年度一年間、議会運営委員会の委員長を務めま
す両角実晃です。当委員会は議会を円滑に運営して
いくために、地方自治法の規定に基づき協議を進め
てまいります。
　当委員会のメンバーの意思疎通を図りながら、定例会、全員協議会に
おいて、議長がスムーズな議会を行えるように、そして市民の皆様に身
近に感じられるような議会対応に努め、議会の活性化につながるような
議会運営を心がけてまいります。

副委員長　机　博文
　令和 3年度以来、再度副委員長に就くことになりました。
　議会運営の中心的な役割を持つ委員会としての所管事
項について、委員長を補佐しながら議会の円滑な運営に
努めるとともに、信頼される議会となるよう議会の活性
化を図り、市民の皆様により一層の関心をもっていただ
けるように議会改革にむけて取組んでまいります。



委員会審査・本会議討論
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総
合
計
画
特
別
委
員
会�

�

（
６
月
10
日
）

委
員
長　

小
尾　
一
郎

　
総
合
計
画
特
別
委
員
会
は
、
今
定
例
会
に

お
い
て
議
案
第
48
号
と
議
案
第
49
号
を
審
査

す
る
た
め
６
月
10
日
に
設
置
。
委
員
の
構
成

は
、
議
長
を
除
く
議
員
17
名
。

議
案
第
48
号

第
５
次
茅
野
市
総
合
計
画
基

本
構
想
の
廃
止
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
市
の
目
指
す
ま
ち
の
将
来

像
を
明
ら
か
に
し
た
茅
野
市
の
最
上
位
の
計

画
と
し
て
平
成
30
年
３
月
に
策
定
さ
れ
た

「
第
５
次
茅
野
市
総
合
計
画
基
本
構
想
」
に

全会
一致で

可
決

つ
い
て
、
次
の
議
案
第
49
号
で
第
６
次
茅
野

市
総
合
計
画
基
本
構
想
が
提
案
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
廃
止
を
す
る

も
の
。

議
案
第
49
号

第
６
次
茅
野
市
総
合
計
画
基

本
構
想
の
策
定
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
市
民
・
民
間
の
団
体
の
関

係
者
な
ど
で
組
織
さ
れ
た
「
茅
野
市
総
合
計

画
審
議
会
」
へ
、
令
和
４
年
２
月
に
「
第
５

次
茅
野
市
総
合
計
画
の
基
本
構
想
及
び
基
本

計
画
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
を
諮
問
し
た
と

こ
ろ
、
令
和
５
年
12
月
ま
で
９
回
に
わ
た
る

会
議
が
開
か
れ
、「
新
し
い
時
代
に
対
応
し

た
総
合
計
画
の
策
定
が
必
要
で
あ
る
」
と
判

断
が
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
結
果
を
踏

ま
え
た
新
し
い
基
本
構
想
と
し
て
、「
第
６

次
茅
野
市
総
合
計
画
基
本
構
想
」
が
提
案
さ

れ
る
も
の
。

賛成多数
により

可
決

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
過
程
に
お
い
て
は
、

多
く
の
委
員
か
ら
構
想
の
策
定
の
過
程
、
策

定
さ
れ
た
内
容
及
び
記
述
に
関
わ
る
質
疑
が

出
さ
れ
ま
し
た
。

　
反
対
討
論　

　
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
と
の
記
載
が
あ
る

が
、
そ
の
理
由
の
分
析
が
な
い
、
企
業
誘
致

の
記
載
は
あ
っ
て
も
既
存
企
業
へ
の
支
援
の

記
載
が
な
い
、
市
民
意
識
の
醸
成
が
見
ら
れ

ず
、
ま
た
蓼
科
・
白
樺
湖
と
い
っ
た
観
光
地

へ
の
公
共
交
通
の
手
段
が
な
い
こ
と
へ
の
対

策
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
反
対
。

　
賛
成
討
論　

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
な
ど
、

第
５
次
の
基
本
構
想
時
に
は
想
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
近

年
の
茅
野
市
を
取
り
巻
く
状
況
が
変
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
反
映
し
た
、
次
代
に
向
け
た
変

化
を
捉
え
た
構
想
で
あ
り
、
各
分
野
を
代
表

す
る
市
民
と
の
対
話
、
論
を
交
わ
し
た
経
過

を
経
て
策
定
さ
れ
た
構
想
で
あ
り
賛
成
。

予
算
決
算
委
員
会
（
６
月
10
日
）

委
員
長　

望
月　
克
治

議
案
第
56
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に

つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

全会
一致で

可
決

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
12
億
２
千
２
７
５
万
７

千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
１

６
億
２
千
６
８
１
万
円
と
す
る
も
の
。

主
な
補
正
の
内
容
（
歳
出
）

・ 

戸
籍
シ
ス
テ
ム
の
構
築
（
自
治
体
シ
ス
テ

ム
標
準
化
）
４
千
５
６
５
万
５
千
円

・ 

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
支
給
事

業
費
７
億
４
千
１
１
１
万
５
千
円

・ 

地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
事
業
費
５

千
３
０
５
万
２
千
円

・ 

児
童
手
当
給
付
事
業
費
１
億
８
千
３
６
９

万
８
千
円

・ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
事

業
費
１
億
２
千
１
３
０
万
１
千
円

・ 

公
園
施
設
維
持
管
理
費
（
永
明
寺
山
公

園
）
２
千
46
万
円

・ 

永
明
小
中
学
校
周
辺
整
備
事
業
費
１
千
５

０
０
万
円

議
案
第
57
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
４
５
万
４
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
57
億
２
千
１
４

０
万
８
千
円
と
す
る
も
の
。

補
正
の
内
容
（
歳
出
）

・ 

通
信
運
搬
費
及
び
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
料

（
マ
イ
ナ
保
険
証
関
係
）
６
４
５
万
４
千

円

全会
一致で

可
決

各
委
員
会
に
お
け
る

主
な
議
案
の
審
査

　
茅
野
市
議
会
６
月
定
例
会
は
、５
月
28
日
（
火
）
か
ら
６
月
18
日
（
火
）

ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
側
提
出
議
案
20
件
、
請
願
１
件
、
陳
情
４
件
が
審
議
さ
れ
、
市
側
提
出
議
案
20
件

は
全
て
原
案
の
と
お
り
可
決
。
請
願
１
件
は
趣
旨
採
択
、
陳
情
は
１
件
が
議
場
配
布
、

他
３
件
は
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
６
月　
定
例
会
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議
案
第
52
号

茅
野
市
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
規
定
を

整
備
す
る
も
の
。

問
法
の
内
容
で
は
、
国
外
転
出
者
に
も
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
渡
す
と
あ
る
。

こ
れ
は
ど
こ
で
誰
に
渡
す
の
か
。
ま
た
乳
幼

児
の
写
真
が
不
要
と
あ
る
が
、
何
歳
か
ら
か
。

答
そ
れ
は
法
の
改
正
に
伴
う
こ
と
で
あ
り
、

今
回
の
議
案
は
、
法
の
改
正
に
伴
っ
て

変
え
ら
れ
た
箇
所
を
、
条
例
に
反
映
さ
せ
る

た
め
の
改
正
で
あ
る
。

　
反
対
討
論　

　
法
の
改
正
は
個
人
情
報
が
守
ら
れ
な
い
。

市
民
益
の
保
護
に
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
い

の
で
反
対
。

　
賛
成
討
論　

　
こ
の
議
案
は
、
法
の
改
正
に
伴
っ
て
必
要

な
文
言
の
改
正
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
条
例

改
正
に
伴
っ
て
市
民
へ
の
特
段
の
影
響
は
な

い
と
考
え
た
の
で
賛
成
。

賛成多数
により

可
決

経
済
建
設
委
員
会
（
６
月
12
日
）

委
員
長　

佐
々
木　
美
智
子

議
案
第
42
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

（
ち
の
仲
町
地
籍
）

議
案
第
43
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

（
宮
川
両
久
保
地
籍
）

議
案
第
44
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

（
米
沢
埴
原
田
地
籍
）

議
案
第
45
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

（
豊
平
南
大
塩
地
籍
）

議
案
第
46
号

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

（
豊
平
南
大
塩
地
籍
）

議
案
第
47
号

市
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て

（
北
山
芹
ケ
沢
地
籍
）

　
議
案
第
42
号
か
ら
議
案
第
45
号
ま
で
は
、

道
路
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
宅

地
開
発
に
伴
う
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

　
議
案
第
46
号
は
、
議
案
第
45
号
の
市
道
認

定
に
よ
り
新
た
な
道
路
に
付
け
替
え
を
す
る

た
め
、
既
存
の
市
道
を
廃
止
す
る
も
の
。

　
議
案
第
47
号
は
、
宅
地
に
隣
接
す
る
道
路

を
払
い
下
げ
る
た
め
、
市
道
を
廃
止
す
る
も

の
。

いずれも
全会一致で

可
決

総
務
環
境
委
員
会
（
６
月
11
日
）

委
員
長　

東
城　
源

議
案
第
41
号

令
和
６
年
度
茅
野
市
運
動
公

園
総
合
体
育
館
メ
イ
ン
体
育

館
天
井
改
修
工
事
（
債
務
負

担
）
の
請
負
契
約
に
つ
い
て

問
総
合
体
育
館
以
外
に
落
下
防
止
を
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
建
物
は
ま
だ
あ
る
か
、

ま
た
昭
和
56
年
以
前
の
建
物
が
ま
だ
残
っ
て

い
る
の
か
。

答
総
合
博
物
館
ロ
ビ
ー
の
吹
き
抜
け
、
市

役
所
ロ
ビ
ー
の
吹
き
抜
け
、
茅
野
市
民

館
マ
ル
チ
ホ
ー
ル
、
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
の

客
室
、
共
通
ロ
ビ
ー
に
特
定
天
井
と
い
っ
た

建
築
が
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
茅
野
市
の
公
共
施
設
の
管
理
計
画
、
保
全

指
針
に
お
い
て
、
改
修
が
必
要
だ
と
い
う
位

置
付
け
に
な
っ
て
い
る
。LED

の
改
修
等

に
合
わ
せ
て
実
施
を
し
て
い
く
方
針
が
示
さ

れ
て
い
る
。
耐
震
化
が
行
わ
れ
て
い
な
い
建

物
は
複
数
あ
る
。
そ
れ
ら
を
全
て
耐
震
化
に

す
る
か
ど
う
か
の
判
断
ま
で
は
下
し
て
は
い

な
い
が
、
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
公
共
施

設
の
管
理
計
画
に
基
づ
い
て
方
針
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
検
討
が
必
要
と
い

う
こ
と
で
、
ま
だ
結
果
が
出
て
な
い
も
の
は

複
数
あ
る
。

全会
一致で

可
決

問
こ
の
体
育
館
は
改
修
を
行
わ
な
く
と
も

よ
い
法
適
用
外
と
い
う
説
明
が
あ
る
。

基
準
に
適
合
す
る
工
事
を
行
う
必
要
が
あ
る

の
は
、
災
害
拠
点
だ
か
ら
と
理
解
す
る
が
、

そ
れ
は
法
的
な
根
拠
は
あ
る
か
。
単
に
そ
の

安
全
性
の
た
め
に
工
事
を
す
る
と
い
う
こ
と

か
。答

そ
の
と
お
り
。
災
害
拠
点
と
い
う
こ
と

で
張
り
替
え
を
行
う
も
の
。

問
何
年
か
前
に
今
の
天
井
を
張
り
替
え
て

い
る
。
今
あ
る
天
井
が
施
行
さ
れ
た
の

は
２
０
１
４
年
よ
り
前
か
ど
う
か
。
ま
た
こ

の
天
井
を
撤
去
し
て
、
解
体
の
費
用
と
全
体

の
新
設
の
費
用
の
大
ま
か
な
比
率
は
ど
の
程

度
か
。

答
２
０
１
４
年
よ
り
前
に
行
わ
れ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
解
体
の
費
用
は

全
体
の
約
６
パ
ー
セ
ン
ト
強
で
あ
る
。

問
そ
の
他
の
関
連
事
業
の
中
に
今
後

LED

化
の
工
事
も
別
途
発
注
す
る
と

あ
る
。
与
え
ら
れ
た
工
事
期
間
の
中
で
重
複

し
て
や
ら
な
い
と
仮
設
も
さ
ら
に
か
か
る
。

LED

化
の
工
事
に
つ
い
て
も
、
こ
の
工
事

期
間
の
中
で
進
行
す
る
の
か
。

答LED

化
の
工
事
も
ア
リ
ー
ナ
全
面
に

足
場
を
組
ん
で
や
る
と
い
う
大
掛
か
り

な
も
の
に
な
る
の
で
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
こ

の
期
間
の
中
で
交
換
の
工
事
を
行
う
こ
と
に

な
る
。
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問
（
議
案
第
44
号
）
新
設
道
路
の
終
点
の

部
分
が
図
面
上
で
は
平
ら
に
見
え
る
が
、

現
地
で
は
隣
接
地
の
と
の
段
差
が
50
セ
ン
チ

ほ
ど
あ
り
危
険
だ
と
感
じ
た
。
安
全
対
策
は

何
か
行
う
の
か
。

答
施
工
業
者
と
協
議
の
上
、
柵
を
設
置
す

る
。

問
（
議
案
第
45
号
）
長
さ
が
82
メ
ー
ト
ル

と
非
常
に
長
い
道
路
の
新
設
で
、
表
面

積
も
大
き
い
。
雨
水
の
処
理
は
ど
う
な
る
の

か
。答

道
路
起
点
側
に
２
か
所
浸
透
桝
（
し
ん

と
う
ま
す
）
を
設
置
し
、
そ
の
手
前
に

は
浸
透
側
溝
と
い
う
、
底
か
ら
雨
水
が
排
出

さ
れ
る
構
造
の
側
溝
を
設
置
し
て
、
広
い
面

積
の
雨
水
処
理
を
行
う
。

問
（
議
案
第
46
号
）
今
回
の
よ
う
な
開
発

区
域
内
で
の
道
路
の
売
却
価
格
は
、
ど

の
よ
う
に
決
定
す
る
の
か
。

答
通
常
は
鑑
定
士
に
よ
る
評
価
に
よ
っ
て

適
正
な
払
い
下
げ
価
格
を
決
定
し
て
い

る
が
、
今
回
の
場
合
は
付
け
替
え
と
い
う
解

釈
で
、
金
銭
的
な
や
り
と
り
は
発
生
し
な
い
。

議
案
第
55
号

茅
野
市
営
住
宅
設
置
及
び
管

理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
10

年
度
ま
で
長
野
県
と
協
働
で
実
施
す
る
み
ど

り
ヶ
丘
団
地
の
建
替
事
業
に
伴
い
、
既
設
住

宅
を
取
り
壊
し
た
際
に
、
条
例
別
表
中
の
住

宅
棟
数
及
び
戸
数
が
減
少
す
る
た
め
、
条
例

別
表
の
数
値
を
改
め
る
も
の
。
ま
た
、
併
せ

て
文
言
の
修
正
と
し
て
、「
若
し
く
は
寡
夫

（
か
ふ
）」
を
「
ひ
と
り
親
」
に
改
め
、「
炭

鉱
離
職
者
」
を
削
る
も
の
。

問
文
言
が
「
ひ
と
り
親
」
に
変
わ
る
こ
と

に
よ
り
入
居
者
の
優
先
順
位
は
ど
う
な

る
の
か
。

答
「
ひ
と
り
親
」
の
中
に
は
未
婚
の
者
も

含
ま
れ
る
た
め
、
入
居
者
の
優
先
順
位

の
幅
は
広
が
る
。

福
祉
教
育
委
員
会
（
６
月
12
日
）

委
員
長　

木
村　
明
美

全会
一致で

可
決

議
案
第
53
号

茅
野
市
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事

業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
デ
ジ
タ
ル
原
則
を
踏
ま
え

た
ア
ナ
ロ
グ
規
制
の
見
直
し
に
よ
る
、
特
定

教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事

業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設

（
保
育
園
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
）
等

の
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴
い
、
関

係
規
定
を
整
備
す
る
も
の
。

議
案
第
54
号

茅
野
市
保
育
所
条
例
及
び
茅

野
市
子
ど
も
の
た
め
の
教

育
・
保
育
給
付
に
関
す
る
利

用
者
負
担
額
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
こ
の
議
案
は
、
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負

担
の
軽
減
策
と
し
て
、
多
子
世
帯
等
の
保
育

料
及
び
教
育
・
保
育
給
付
に
関
す
る
利
用
者

負
担
額
の
更
な
る
負
担
軽
減
を
図
る
も
の
。

請
願
１

訪
問
介
護
費
の
引
き
下
げ
撤

回
と
、
介
護
報
酬
引
き
上
げ

の
再
改
定
を
早
急
に
行
う
こ

と
を
求
め
る
請
願
書

全会
一致で

可
決

全会
一致で

可
決

全会
一致で

趣
旨採択

　
委
員
会
で
の
意
見　

○ 

茅
野
市
に
お
い
て
現
在
は
影
響
が
出
て
い

な
い
。
し
か
し
、
請
願
者
の
気
持
ち
は
充

分
理
解
で
き
る
の
で
趣
旨
採
択
。

○ 

全
国
一
律
に
引
き
下
げ
を
し
た
経
過
か
ら

す
る
と
や
む
を
得
な
い
が
、
地
域
差
が
あ

る
部
分
に
つ
い
て
は
他
の
制
度
で
カ
バ
ー

す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
趣
旨
は
理
解

で
き
る
の
で
趣
旨
採
択
。

○ 

茅
野
市
に
は
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
は
な
い

が
、
趣
旨
は
理
解
で
き
る
の
で
趣
旨
採
択
、

全
会
一
致
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
不
採
択
。

○ 

訪
問
介
護
の
崩
壊
が
危
惧
さ
れ
る
。
職
員

の
給
与
が
安
す
ぎ
る
の
で
、
し
っ
か
り
報

酬
は
と
れ
る
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
た

め
採
択
。

陳
情
５

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

の
堅
持
・
拡
充
を
求
め
る
陳

情
書

　
委
員
会
で
の
意
見　

○ 

毎
年
出
し
続
け
手
法
が
変
わ
っ
て
い
な
い

こ
と
、
予
算
確
保
に
向
け
て
ア
プ
ロ
ー
チ

を
変
え
、
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
に
し

た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
の
で
趣
旨
採
択
。

○ 

昨
年
と
内
容
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
判
断

を
し
た
。
趣
旨
は
十
分
理
解
で
き
る
の
で
、

昨
年
と
同
様
の
意
見
で
趣
旨
採
択
。

○ 

昨
年
と
同
様
の
陳
情
が
１
年
以
内
で
メ
ン

バ
ー
も
変
わ
ら
な
い
、
社
会
情
勢
も
変
わ

賛成少数
により

不
採
択

市道路線認定の現地調査（ちの仲町地籍）
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っ
て
い
な
い
。
昨
年
不
採
択
で
、
同
じ
内

容
で
違
う
結
果
を
出
す
の
は
疑
問
で
あ
る

た
め
不
採
択
。

○ 

２
分
の
１
か
ら
３
分
の
１
に
引
き
下
げ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
県
の
負
担
が
増
え

て
い
る
。
補
填
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

で
採
択
。

陳
情
６

さ
ら
な
る
少
人
数
学
級
推
進

と
、
教
員
増
の
た
め
の
教
育

予
算
確
保
を
求
め
る
陳
情
書

　
委
員
会
で
の
意
見　

○ 

何
人
減
ら
せ
ば
い
い
か
具
体
的
な
数
字
が

示
さ
れ
て
い
な
い
。
少
人
数
学
級
が
国
の

制
度
上
実
現
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

市
町
村
、
県
の
独
自
財
源
で
賄
う
と
い
っ

た
方
法
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
手
法
で

陳
情
を
出
し
続
け
て
い
る
の
で
採
択
す
る

判
断
が
難
し
い
。
趣
旨
は
理
解
で
き
る
の

で
趣
旨
採
択
、
一
致
し
な
け
れ
ば
不
採
択
。

○ 

定
数
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
教
員
の
負

担
軽
減
に
つ
な
げ
た
い
思
い
は
理
解
で
き

る
が
、
現
在
茅
野
市
に
お
い
て
は
１
ク
ラ

ス
小
学
校
25
．６
人
、
中
学
で
30
．４
人

と
十
分
満
た
さ
れ
て
い
る
状
況
下
で
特
に

問
題
は
な
い
が
、
願
意
は
わ
か
る
の
で
趣

旨
採
択
、
全
員
一
致
で
な
け
れ
ば
不
採
択
。

○ 

小
中
一
貫
校
を
目
指
す
中
、
少
人
数
学
級

を
今
か
ら
や
っ
て
お
か
な
い
と
小
中
一
貫

に
し
た
と
き
に
慌
て
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ

賛成少数
により

不
採
択

る
た
め
、
少
人
数
学
級
の
推
進
と
教
員
増

の
た
め
に
採
択
を
す
る
べ
き
。

陳
情
７

「
へ
き
地
教
育
振
興
法
に
鑑

み
、
へ
き
地
手
当
等
支
給
率

を
近
隣
県
並
み
の
水
準
に
戻

す
こ
と
」
を
長
野
県
知
事
に

求
め
る
陳
情
書

　
委
員
会
で
の
意
見　

○ 

明
確
な
根
拠
が
あ
っ
た
上
で
の
判
断
を
し

て
い
く
べ
き
。
茅
野
市
で
は
現
時
点
で
該

当
に
な
っ
て
い
る
学
校
が
な
い
こ
と
、
県

外
へ
の
教
員
の
流
出
が
明
確
に
示
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
不
採
択
。

○ 

昨
年
こ
の
陳
情
を
不
採
択
に
し
て
い
る
の

で
不
採
択
。

○ 

手
当
が
低
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た

ち
の
教
育
環
境
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
不
採
択
。

○ 

へ
き
地
手
当
て
が
低
い
こ
と
で
、
教
員
不

足
が
ま
す

ま
す
深
刻

に
な
っ
て

し
ま
う
事

が
危
惧
さ

れ
る
の
で

採
択
。

賛成少数
により

不
採
択

６月定例会　賛否が分かれた議決結果
付託委員会　　特別…総合計画特別委員会　　福祉…福祉教育委員会
○…賛成　　　●…反対　　　 ※議長は採決には加わりません。

番　
　
号

件　　名

付
託
委
員
会

議
決
結
果

両
角
　
直
樹

梯
　
　
泰
弘

向
山
　
平
和

佐
々
木
美
智
子

渋
澤
　
　
務

木
村
　
明
美

竹
内
　
　
巧

木
村
か
ほ
り

両
角
　
実
晃

東
城
　
　
源

机
　
　
博
文

小
尾
　
一
郎

樋
口
　
敏
之

野
沢
　
明
夫

伊
藤
　
　
勝

望
月
　
克
治

長
田
　
近
夫

市
長
提
出
議
案
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ついて 特別 可決 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○

陳　
情

5 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を
求める陳情書 福祉 不採択 ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●

6 さらなる少人数学級推進と教員増のための
教育予算確保を求める陳情書 福祉 不採択 ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●

7
「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当
等支給率を近隣県並みの水準に戻すこ
と」を長野県知事に求める陳情書

福祉 不採択 ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●

　茅野市議会では申し合わせにより、請願・陳情の表決については「採択」または「不採択」とすることを原則として
います。
　「趣旨採択」（内容をそのまま認めることは困難であるが、趣旨が妥当と認められるもの）や、「一部採択」（内容の一
部について採択することが適当と認められるもの）については、審査する委員が全会一致の場合に限り認められます。

請願・陳情の審査における表決の基準
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請願・陳情　採決の結果

表　題 趣　旨 提出者
採決結果

委員会 本会議

請願 1

訪問介護費の引
き下げ撤回と、
介護報酬引き上
げの再改定を早
急に行うことを
求める請願書

介護報酬の改定で、訪問介護の基本報酬が 4
月から引き下げられ、不安の声が広がってい
る。訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬
引き上げの再改定を早急に行うことを意見書
として政府関係機関に提出することを求める
もの。

諏訪地方社会保障
推進協議会

特定非営利活動法人 
福寿草

紹介議員　望月　克治

趣旨
採択

趣旨
採択

陳情 4
政策提言する世
直し集団「一輪
のバラの会」

国に対し、海外の情勢の急激な変化に対処す
る為に、日本にも対外的情報省を設立し、国
内外の情勢を把握、 国家の安全と国民の生
命、財産を守る事。
課題は、情報機関として機能するには長期間
かかると考える。その間、日米安条約を戦後
から今日に至る間再検討を行い、都内にある
米軍施設（横田基地を含む）7か所の基地を
見直す必要があると考え陳情する。
ついては、国に対し、対外的情報省と都内に
ある米軍施設（横田基地含む）7か所に関す
る意見書を提出するよう陳情する。

政策提言する
世直し集団

「一輪のバラの会」

議場
配布

議場
配布

陳情 5

義務教育費国庫
負担制度の堅
持・拡充を求め
る陳情書

教育の機会均等とその水準の維持向上のため
に必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅
持し、負担率を２分の１に復元するなど拡充
することを意見書として政府関係機関に提出
することを求める陳情。

長野県教職員組合
諏訪支部 不採択 不採択

陳情 6

さらなる少人数
学級推進と、教
育予算の増額を
求める陳情書

どの子にもゆきとどいた教育をするために、
さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を
すること、また複式学級の学級定員を引き下
げることを、意見書として政府関係機関に提
出することを求める陳情。

長野県教職員組合
諏訪支部 不採択 不採択

陳情 7

「へき地教育振
興法に鑑み、へ
き地手当等支給
率を近隣県並み
の水準に戻すこ
と」を長野県知
事に求める陳情
書

教育の機会均等と中山間地域における教育水
準の向上をはかるため、へき地手当およびへ
き地手当に準じる手当の支給率について、都
市部との格差いわゆる相対的へき地性がいっ
そう拡大している実情を十分把握しつつ、近
隣県との均衡を勘案し、2005年度以前の水
準に戻すことを意見書として長野県知事に提
出することを求める陳情。

長野県教職員組合
諏訪支部 不採択 不採択

議長が議会運営委員会に諮り、委員会に付託せずに議場配布とする陳情（茅野市議会　先例・申し合わせ事項より）
（1）国及び他の地方公共団体等の事務に関するもので、明らかに市議会の権限外の事項を願意とするもの。
（2）茅野市の行政及び市民生活に直接・具体的に利害が及ばない事項を願意とするもの。
（3）訴訟係争中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
※今回提出された陳情 4は、（1）（2）に該当するため、議場配布となりました。
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茅野市の課題を問う !

6 月定例会一般質問通告一覧 ①
 一般質問における実際のやりとり、市側の答弁については、記載のQRコードから動画でご覧いただけます。

件　　　名 小項目・動画QRコード

佐
々
木
　
美
智
子

1
AI 乗合オンデマンド交通「のら
ざあ」を含めた公共交通の今年度
の取組

（1）グランドデザインの再構築のスケジュールについて
（2）2024年問題の影響について
（3）「のらざあ」の台数増の見通しについて

　2 茅野市ゼロカーボン戦略の課題解
決に向けて

（1） 2030 年度までに目指す温室効果ガスの削減と 2050 年のカーボン
ニュートラル実現に向けた茅野市の計画について

（2）ゼロカーボン社会に向けた具体策について
（3）茅野市におけるＪークレジット制度活用の可能性について

渋
澤
　
務

3 茅野市公共施設及び指定避難所の
耐震化等について

　

（1）耐震化について
（2）備蓄品等について
（3）電力の確保について

両
角
　
直
樹

4 行財政改革の取組みについて

（1）「行財政改革プラン 2023」の実施方針について
（2）優先改革事項（30項目）の実現の見通しについて
（3） 公共施設のあり方における統廃合・再編成等の考え方、進め方につ

いて

　
5 多様な農業の担い手の創出につい
て

（1）委託型地域おこし協力隊制度の活用内容について
（2）兼業農家等への支援策について
（3）農産物販路開拓の具体策について

木
村
　
明
美

6 茅野市の農業政策とその推進策に
ついて

　

（1）農業者や農業希望者への支援策について
（2）農産物の販路について
（3）農ある暮らしとまちづくり

野
沢
　
明
夫

7 カスタマーハラスメントについて
（1）今回の対応に至った経過
（2）カスハラの現状
（3）対応策

　8 市民相談について （1）どのような相談が寄せられているか
（2）対応手続はどうか

机
　
博
文

9 これからの縄文を生かしたまちづ
くりについて

　

（1）縄文プロジェクトの現状と課題について
（2） 縄文に関心を寄せる方にとって欠かせない場所になるための環境整

備と活用について
（3）縄文を生かしたまちづくりの今後の目指す方向について

10 糸魚川―静岡構造線断層帯の地震
対応について

（1）避難所対応と災害備蓄品について
（2）地域災害協定と災害時応援協定について
（3）震災意識の向上と防災教育について

梯
　
泰
弘

11

リニア中央新幹線（品川―名古屋 
間）開通後、想定される本市と他
地域との人流への影響及び対応に
ついて

（1）リニア中央新幹線の開業により想定される影響について
（2）基本的な考え方について
（3）茅野駅周辺まちづくりについて

　
12 森林整備及び森林資源活用の方針

について

（1）森林整備の実績について
（2）森林資源の活用について
（3）松食い虫の動向及び対応について
（4）災害に強い森林について
（5）今後の方針について



11　　ちの市議会だより　第 50号

件　　　名 小項目・動画QRコード

竹
内
　
巧

13 譲渡を受けたベルビア１階の利活
用について

（1）茅野市が描く駅周辺の将来像について
（2）１階部分の利活用に向けた今後のスケジュールについて
（3）駅及び駅周辺利用者の意向の反映について

　14 行財政改革プラン 2023 に掲げ
る優先改革事項の進め方について

（1） 廃止または閉鎖が決定した事業等の進め方を振り返り、市民との対
話の持ち方をどう評価していますか

（2） 事業や施設によって市民との協議や対話の持ち方が異なることはあ
りますか

（3） 今後の改革においてこれまでの進め方が見直されることはあります
か

木
村
　
か
ほ
り

15
パートナーシップのまちづくりの
観点からの環境館廃止後のリユー
スの推進について

　

（1）パートナーシップのまちづくりにおける市と市民の役割について
（2）美サイクル茅野の取組について
（3）環境館廃止後のリユースの推進について

16 令和６年度の子育て施策について

（1）令和６年度の新規の子育て施策について
（2）拡充した施策について
（3）不登校支援の取組について
（4）今後の方向性について

向
山
　
平
和

17 本町区における都市計画道路につ
いて

（1）これまでの経過について
（2）地権者への説明はどうなっていますか
（3）反対者への説明はどうしていますか
（4）地権者への補償例について
（5）市の負担割合について

　

伊
藤
　
勝

18 鳥獣被害対策について

　

（1）現状認識は
（2）未設置となっている防護柵や電気柵への補助の考えは
（3）実施隊の育成の方向性
（4）買上金について
（5）埋設場所について
（6）駆除の方向性は

19 農業次世代人材投資事業等による
新規就農者への支援について （1）現状と方向性は

樋
口
　
敏
之

20 戦略的な情報発信の考え方につい
て

（1）現在の情報発信の仕方について
（2）今後の戦略的な情報発信の考え方について

　

望
月
　
克
治

21 茅野市DXについて

　

（1）システム構築をお願いする事業者は決まっていますか
（2） 2026 年までに、統一・標準化するとされているシステム構築はど

こまで進んでいますか
（3） 標準化システムには入っていない、茅野市独自の施策についてはど

のように対応するのですか
（4）デジタル田園健康特区の事業で新しい動きはありますか

22 健康医療と福祉事業について

（1）マイナンバーカードの発行数
（2）マイナンバーカードと保険証の紐づけ数の現状
（3）直近３年における生活保護申請の受付数
（4）生活保護申請者に対する受給者の割合
（5）生活保護のしおりは市民に解りやすくなっていますか

6 月定例会一般質問通告一覧 ②

議場で行われる本会議は、ビーナチャンネル（茅野市コミュニティ放送）とインターネットで
ライブ中継を行っています。テレビで、ネットで、ぜひご覧ください。
また、本会議や一般質問等の録画映像は、後日議会ホームページで配信します。
詳しくは議会ホームページをご確認ください。

議場で行われる本会議は、
ビーナチャンネルとインターネットでご視聴いただけます。

録 画 映 像
ＱＲコード

茅野市議会 検索
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9 月定例会本会議予定
8 月 28日（水）　開会、提案説明、先議案件採決
9月   4 日（水）　議案質疑、委員会付託
9月   6 日（金）　一般質問
9月   9 日（月）　一般質問
9月 10日（火）　一般質問
9月 24日（火）　委員長報告、採決、閉会

※ 変更される可能性もあります。 
詳しくは議会ホームページでご確認ください。

みなさんもぜひ傍聴にお越しください！

市議会の本会議及び各常任委員会は誰でも傍聴ができま

す。予約の必要はありません。

本会議の傍聴を希望される方は、直接議会棟 3階まで

お越しください。事務局への連絡は不要です。

なお、常任委員会の傍聴をご希望の方は、事前に議会事

務局までご連絡ください。

　今後も議会活性化特別委員会を中心に、議員定数・報酬に関する検討、新たな方策の実施等に
取り組んでまいります。

議会活動に関する現状把握のため
市民アンケートを実施（7月）

（アンケート集計結果は次号でご報告します） 茅野商工会議所との意見交換会（6月 19日）

議会トピックス 議会活性化に向けての取り組み

ちの市議会だより第51号は、12月 1日発行予定です。
行政視察報告、議会活性化進捗状況（市民アンケート結果・意見交換会の報告等）、令和6年 9月定例会　他

議員の資質向上を図るため、研修会を開催
（第 1回 5月 20日、第 2回 6月 27日）

第 1回講師　北原政彦氏
（元長野県議会事務局長）

第 2回講師　寺島　渉氏
（元飯綱町議会議長）


